
瀬戸市中国残留邦人等に対する支援給付施行細則の一部を改正する規則

をここに公布する。  

平成２６年９月３０日 

瀬戸市長  増 岡 錦 也  

瀬戸市規則第３４号 

瀬戸市中国残留邦人等に対する支援給付施行細則の一部を改正す

る規則  

瀬戸市中国残留邦人等に対する支援給付施行細則（平成２０年瀬戸市規

則第１４号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（趣旨）  （趣旨） 

第１条 この規則は、中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及

び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第３０号。以下「法」という。）に基

づく支援給付に関する事務の取扱いについて、

法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに

永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律施行令（平成８年政令

第１８号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則

（平成６年厚生労働省令第６３号。以下「施行

規則」という。）の施行に関する事項を定める

ものとする。 

第１条 この規則は、中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第３０号。以下「法」とい

う。）に基づく支援給付に関する事務の取扱い

について、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律

施行令（平成８年政令第１８号）及び中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自

立の支援に関する法律施行規則（平成６年厚生

労働省令第６３号）の施行に関する事項を定め

るものとする。 

 （扶養照会書等） （扶養照会書等） 

第８条 ＜省略＞ 第８条 ＜省略＞ 

２ 保護法第２４条第８項の規定により明らかに２ 保護法第２４条第８項の規定により明らかに



扶養義務を履行することが可能と認められる扶

養義務者に対し、要支援者（支援給付を必要と

する状態にある者をいう。）の支援給付の開始

について通知するときは、保護法による保護の

決定に伴う扶養義務者への通知書によるものと

する。 

扶養義務を履行することが可能と認められる扶

養義務者に対し、要支援者（支援給付を必要と

する状態にある者をいう。）の支援給付の開始

について通知するときは、生活保護法による保

護の決定に伴う扶養義務者への通知書によるも

のとする。 

３ 保護法第２８条第２項の規定により明らかに

扶養義務を履行することが可能と認められる扶

養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由に

ついて報告を求めるときは、保護法第２８条第

２項の規定に基づく報告書によるものとする。 

３ 保護法第２８条第２項の規定により明らかに

扶養義務を履行することが可能と認められる扶

養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由に

ついて報告を求めるときは、生活保護法第２８

条第２項の規定に基づく報告書によるものとす

る。 

 （配偶者支援金申請書）  

第９条 施行規則第１８条の７の２第１項の申請

書は、配偶者支援金申請書によるものとする。 

 

（入所等依頼書） （入所等依頼書） 

第１０条 ＜省略＞ 第９条 ＜省略＞ 

（支援給付金品の支給方法等） （支援給付金品の支給方法等） 

第１１条 ＜省略＞ 第１０条 ＜省略＞ 

 （徴収金等納入申出書）  （徴収金等納入申出書） 

第１２条 ＜省略＞ 第１１条 ＜省略＞ 

（諸書類の様式）  （諸書類の様式） 

第１３条 ＜省略＞ 第１２条 ＜省略＞ 
  

附 則 

この規則は、平成２６年１０月１日から施行する。  

 

 


